
ａｎｉｃｏｍ（動物健康促進クラブ）共済規約
第１条（目的）
本共済は、ａｎｉｃｏｍの理念に基づき、会員と動物の相互扶助のための共済制度を設立することを目的とする。

第２条（事業）
本共済は、次の事業からなる。
１．会員相互の動物健康共済に関する事業
２．会員相互の動物賠償責任共済に関する事業
３．その他動物との共生における保障共済に関する事業

第３条（加入者の資格）
本共済の加入者は、ａｎｉｃｏｍ会員でなければならない。

第４条（加入方法）
加入者たる資格を有するものは、ａｎｉｃｏｍ理事会の承諾を得て、本共済に加入することができる。

第５条（加入者の権利）
加入者は、第２条に定める事業を自由に利用することができる。

第６条（加入者資格の譲渡禁止）
加入者は、ａｎｉｃｏｍ理事会の承認を得ないで、本共済加入者たる資格を他に譲渡してはならない。

第７条（相続）
加入者たる資格ないし地位は、本共済固有のものであり、相続の対象とならない。

第８条（脱退）
対象動物の死亡時等において、加入者はａｎｉｃｏｍ理事会に通知した上で、いつでも脱退することができる。

第９条（補足）
本規約に定めのない事項には、ａｎｉｃｏｍ定款並びに各約款に定めるところによる。

平成１２年４月１日
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等を用いて切除、切開等を行うことをいいます。但し、内視鏡については胃内異物除去目的の場合のみ手術と見なします。）
を受けた時に、契約者および同居の親族、または別居の未婚の子が、動物病院で加入動物が被った傷病の治療のために支払っ
た手術費用に対し、証券記載の手術給付金の支払割合を乗じたものを、証券記載の限度額および限度回数の範囲内において、
手術給付金として契約者に支払います。また、手術の２回目については第１回目の手術と同一原因ではない疾患によるものに
限ります（但し、当クラブが特別に認めた場合を除きます）。

第５条（通院給付金の支払）
当クラブは、加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被り、その直接の結果として、平常の生活に支障が生じ、かつ、
通院（獣医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、獣医師の治療を受けることをいいます）した時に、契
約者および同居の親族、または別居の未婚の子が、加入動物が被った傷病の治療のために支払った当該治療費（食物・療法食・ビ
タミン剤などの健康食品・漢方薬・シャンプー・爪切器具などの購入費用、予防接種費用及び税等は含まれません。）に対して、
証券記載の通院給付金の支払割合を乗じたものを、証券記載の限度額および限度日数の範囲内において通院給付金として契約者に
支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷病が治ったとき以降の通院に対しては、通院給付金を支払いません。

第６条（他の身体の障害または疾病の影響）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、同
条の傷病が重大となったときは、当クラブは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

２．正当な理由がなく契約者が治療をさせなかったことにより第１条（当クラブの支払責任）の傷病が重大となったときも、前項
と同様の方法で支払います。

第４章　契約者の義務
第７条（告知義務）

１．契約締結の際、契約者が故意または重大な過失によって、契約申込書および告知書の記載事項について、当クラブに知ってい
る事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当クラブは、書面により証券記載の契約者の住所（第１２条
（契約者の住所変更に関する通知義務）第１項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。）にあてた
通知をもって、この契約を解除することができます。

２．第１項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
（１）第１項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
（２）当クラブが契約締結の際、第１項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれ

を知らなかった場合
（３）契約者が、第１条（当クラブの支払責任）の事故によって傷病を被る前に契約申込書の記載事項につき書面をもって更正を

当クラブに申し出て、当クラブがこれを承認した場合。
３．契約申込書の記載事項中、第１項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当クラブが行う危険測定に関係のないもの
であった場合には、同項の規定は適用しません。ただし、身体の傷病に対して給付金を支払うべき他の契約または特約に関す
る事項については、この限りではありません。

４．第１項の規定による解除が傷病の生じた後になされた場合でも、第１７条（契約解除の効力）の規定にかかわらず、当クラブ
は、給付金を支払いません。この場合において、すでに給付金を支払っていたときは、当クラブは、その返還を請求すること
ができます。

第８条（掛け金の返還または請求－告知義務）
１．前条第１項の規定により当クラブが契約を解除したときは、当クラブはすでに払い込まれた掛け金は返還しません。
２．前条第２項第３号の規定による承認をする場合において、掛け金率を変更する必要があるときは、当クラブは変更前の掛け金
率と変更後の掛け金率との差に基づき計算した掛け金を返還または請求します。

３．前項の規定により追加掛け金を請求する場合において、当クラブの請求に対して、契約者がその支払を怠ったときは、当クラ
ブは追加掛け金領収前に生じた事故による傷病に対しては、給付金を支払いません。

第９条（重複契約に関する通知義務）
契約締結の後、契約者は、重複契約（他の同種の契約〔保険・共済〕を指します。）を締結するとき、あるいは、重複契約がある
ことを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当クラブに申し出て、承認を請求しなければなりません。

第１０条（給付金受け取りおよび変更に関する義務）
１．当クラブが給付金を支払うべき事由が発生した場合には、契約者は証券裏面の被共済動物共済診療記録に、その診療記録を記
載しなければなりません。但し、対応医療機関において診療記録が記載された場合は、その限りではありません。

２．第１項の規定を怠ったことにより、規定以上の給付が行われた場合には、当クラブは、契約者に対しその返還を請求すること
ができます。

３．契約締結の後、証券記載事項を変更するときは、契約者は、遅滞なくその旨を当クラブに通知しなければなりません。
第１１条（掛け金の返還または請求－変更に関する通知義務）

１．前条の規定による通知を受けた場合において、料率を変更する必要があるときは、当クラブは、変更前の条件に対して適用さ
れた掛け金率（以下「変更前料率」といいます。）と変更後の条件に対して適用されるべき掛け金率（以下「変更後料率」と
いいます。）との差が変更前料率の５０％を超える場合に限り、未経過期間に対し日割をもって計算した掛け金を返還または
請求します。それ以外については、返還または請求はしません。

２．前項の規定により追加掛け金を請求する場合において、当クラブの請求に対して、契約者がその支払を怠ったときは、当クラ
ブは、前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷病に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割合により、
給付金を削減して支払います。

３．契約者が前条の規定による手続きを怠った場合でかつ未経過期間に対し日割をもって計算した掛け金を返還する場合、当クラ
ブは、前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷病に対して給付金を増額して支払いません。

第１２条（契約者の住所変更に関する通知義務）
１．契約者が証券記載の住所または通知先を変更したときは、契約者は遅滞なく、その旨を当クラブに通知しなければなりません。
２．契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当クラブの知った最終の住所または通知先に送付した
通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に契約者に到達したものとみなします。

第５章　契約の無効、失効および解除
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第１３条（契約の無効）
契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、契約は無効とします。
（１）契約に関し、契約者に詐欺の行為があったとき。
（２）契約者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。

第１４条（契約の失効）
契約締結の後、加入動物が死亡したときまたは失踪したときは、契約は効力を失います。

第１５条（掛け金の返還－無効、失効の場合）
１．契約が無効となった場合は、当クラブは、すでに払い込まれた掛け金は返還しません。
２．契約が失効した場合は、当クラブは、掛け金（年間掛け金）から既経過期間に対し別表１（一般契約用）もしくは（新生児契
約用）に掲げる短期料率によって計算した掛け金を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に当クラブが
給付金を全額支払うべき傷病が生じていたときは、すでに払い込まれた掛け金は返還しません。

３．契約が失効した場合、且つ、短期契約の場合には、年間に対する割合をもって読み替えます。
第１６条（契約の解除）

１．当クラブは、第９条（重複契約に関する通知義務）に規定する重複契約の事実があることを知ったときは、その事実について
承認請求書を受領したと否とを問わず、書面により証券記載の契約者の住所（第１２条（契約者の住所変更に関する通知義務）
第１項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。次項において同様とします。）にあてた通知をも
って、この契約を解除することができます。

２．前項のほか、当クラブは次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解除する日の３０日前までに書面により証券記
載の契約者の住所にあてた通知をもって、この契約を解除することができます。

（１）契約者が給付金を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと（未遂を含みます。）が判明
した場合　

（２）給付金の請求に関し、契約者に詐欺の行為があったことが判明した場合　
（３）前２号のほか、当クラブがこの契約を解除する相当の理由があると認めた場合
３．契約者は、当クラブに対する当クラブの所定の書面および証券の提出をもって、この契約を解除することができます。
４．証券記載の加入動物が死亡した場合は、契約者は遅滞なく、当クラブに対する当クラブの所定の書面および証券の提出をもっ
て解除を申し出なければなりません。

５．第１項の規定による解除をした場合には、第９条（重複契約に関する通知義務）に規定する重複契約の事実が発生した時以降
に生じた事故による傷病に対しては、当クラブは、給付金を支払いません。この場合において、すでに給付金を支払っていた
ときは、次条の規定にかかわらず、当クラブは、その返還を請求することができます。

第１７条（契約解除の効力）
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第１８条（掛け金の返還－解除の場合）
１．第１６条（契約の解除）第１項または第２項の規定により当クラブが契約を解除したとき、または、既経過期間中に当クラブ
が給付金を支払うべき傷病が生じていたときは、すでに払い込まれた掛け金は返還しません。

２．第１６条（契約の解除）第３項の規定により契約者が契約を解除したときは、当クラブは、掛け金（年間換算）から既経過期
間に対し別表１（一般契約用）もしくは（新生児契約用）に掲げる短期料率（対象契約の期間が１年間でない場合は、１年間
に換算した短期率）によって計算した掛け金を差し引いて、その残額を返還します。

３．第１６条（契約の解除）第４項の規定により契約が解除となった場合は、当クラブが支払うべき給付金が発生しなかった期間
（但し、新生児契約の初年度契約を除く）に応じ、前項に加え別途定める健康返戻金を支払います。

第６章　事故の発生および給付金請求の手続き
第１９条（事故の通知）

１．加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被ったときは、契約者は、その原因となった事故の日からその日を含めて
３０日以内に事故発生の状況および傷病の程度を当クラブに通知しなければなりません。（但し、当クラブの対応医療機関に
て医療措置を受けた場合には、この限りではありません。）この場合において、当クラブが書面による通知もしくは説明を求
めたときまたは加入動物の身体の診察もしくは死体の検案（死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第２１条〔当クラブの指定獣医による診察等の要求〕第１項において同様とします。）を求めたときは、これに応じなければ
なりません。

２．契約者が当クラブの認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事
実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当クラブは給付金を支払いません。

第２０条（給付金の請求）
１．契約者が給付金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のうち当クラブが求めるものを提出しなければなりませ
ん。また当クラブは別表２に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。

２．契約者または給付金を受け取るべき者が前項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかっ
たときもしくは不実の記載をしたときは、当クラブは、給付金を支払いません。

３．当クラブは、契約者または給付金を受け取るべき者が給付金請求をするにあたり、受診日より最大１ヶ月以内の治療費を一括
して請求することを認めます（一括請求期間）。ただし、一括請求期間分の請求期限は、一括請求期間内の最後の受診日より
３０日以内に遅滞無く請求するものとします。この請求期限を超えた場合は、当クラブが認めた場合を除き、給付金を支払い
ません。

第２１条（当クラブの指定獣医師による診察等の要求）
１．当クラブは、第１９条（事故の通知）の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合、必要に応じて、当クラブ
の指定する獣医師による加入動物の身体の診察または死体の検案を求めることができます。また、その費用は当クラブで負担
します。

２．前項の規定による当クラブの申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当クラブは、給付金を支払いません。
第２２条（給付金の支払）

１．当クラブは、契約者または給付金を受け取るべき者が第２０条（給付金の請求）の規定による手続きをし、当クラブで受領し
た日からその日を含めて３０日以内に給付金を支払います。ただし、当クラブが特別な事情によりこの期間内に必要な調査を



終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく給付金を支払います。
２．前項の規定による給付金の支払は、当クラブがあらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって
行うものとします。

第２３条（鑑定人および裁定人）
１．傷病およびその治療について、当クラブと契約者との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定す
る各１名ずつの鑑定人の判断に任せます。この場合において、鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定す
る１名の裁定人にこれを裁定させます。

２．当事者は、自己の選定した鑑定人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し、その他の費用（裁定人に対する報酬を含みます。）
は、半額ずつこれを負担するものとします。

第２４条（代位）
当クラブが給付金を支払った場合でも、契約者またはその相続人がその傷病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
クラブに移転しません。

第７章　契約者の変更等
第２５条（契約者の変更）
１．契約締結の後、契約者は、契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
２．前項の規定による承継を行う場合には、契約者は書面をもってその旨を当クラブに申し出て、承認を請求しなければなりませ
ん。

３．契約締結の後、契約者が死亡したときは、その死亡した契約者の死亡時の法定相続人が契約上の一切の権利および義務を承継
するものとします。

第８章　その他
第２６条（契約の継続）

１．期間の満了に際し、契約を継続する場合において、契約申込書に記載した事項および証券に記載された事項に変更があったと
きは、契約者は更新日３０日前までにこれを当クラブに告げなければなりません。この場合の告知に関する第７条（告知義務）
の規定の適用については、第７条の規定中「契約締結の際」とあるのは「契約継続の場合」と、第７条の規定中「契約申込書
の記載事項」とあるのは「契約申込書に記載した事項および証券に記載された事項」と、第７条の規定中「契約締結の際」と
あるのは「契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」と読み替えます。

２．契約継続の場合には、新たに証券を発行しないで、従前の証券と新たな証券に代わる書面とをもってこれに代えることができ
ます。第２条（責任の始期および終期）の規定は、継続契約についても、これを適用します。

第２７条（訴訟の提起）
この契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第２８条（準拠法）
この約款に規定のない事項については、契約者と当クラブの双方で協議し善処するものとします。また、その上で解決し得ない事
項については、日本国の法令に準拠します。

別表１
短期料率は、下記割合とします。
（一般契約用）
既経過期間　　　割合（％）
１か月まで・・・・・・・・・２５
２か月まで・・・・・・・・・３５
３か月まで・・・・・・・・・４５
４か月まで・・・・・・・・・５５
５か月まで・・・・・・・・・６５
６か月まで・・・・・・・・・７０
７か月まで・・・・・・・・・７５
８か月まで・・・・・・・・・８０
９か月まで・・・・・・・・・８５
１０か月まで・・・・・・・・９０
１１か月まで・・・・・・・・９５
１年まで・・・・・・・・・・１００

（補項）掛け金の分割払について

第１条（掛け金の分割払）
当クラブは、契約者が払い込むべき掛け金（この契約に定められた総掛け金をいいます。以下同様とします。）を当クラブが定め
る回数で分割して（以下「分割掛け金」といいます。）払い込むことを承認します。

第２条（分割掛け金の払込方法）
契約者は、分割掛け金については、当クラブの定める払込期日（以下「払込期日」といいます。）までに払い込まなければなりま
せん。

第３条（分割掛け金領収前の事故）
期間が始まった後でも、当クラブは、第１回分割掛け金を領収する前に生じた事故による傷病または損害に対しては、給付金を支
払いません。
ただし、第１回分割掛け金についても口座振替による払込を選択していた場合は以下の各項目に従います。
（１）第１回分割掛け金払込期日までに払込が無い場合で、かつ当該払込期日後１ヶ月以内にも払い込まれなかった場合は、給付
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（新生児契約用）
既経過期間　　　割合（％）
１か月まで・・・・・・・・・４０
２か月まで・・・・・・・・・５０
３か月まで・・・・・・・・・５５
４か月まで・・・・・・・・・６０
５か月まで・・・・・・・・・６５
６か月まで・・・・・・・・・７０
７か月まで・・・・・・・・・７５
８か月まで・・・・・・・・・８０
９か月まで・・・・・・・・・８５
１０か月まで・・・・・・・・９０
１１か月まで・・・・・・・・９５
１年まで ・・・・・・・・・・１００

別表２
１．給付金請求書
２．診療明細書
３．病院発行の診療明細
４．証券
５．当クラブの定める傷病状況報告書
６．公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書
７．死亡診断書または死体検案書
８．傷病の程度または手術の内容を証明する獣医師の診断書兼
同意書
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金を支払わないことが出来ます。
（２）当クラブは、契約者が第１回分割掛け金払込期日後１ヶ月を経過した日までに第１回分割掛け金を払い込んだ場合には、第

１回分割掛け金払込前の傷病または損害に対しても給付金の支払いを行います。
第４条（分割掛け金不払の場合の免責）

契約者が２回連続して分割掛け金を支払わず、当該分割掛け金を払い込むべき払込期日後１か月を経過した後もその払込みを怠っ
たときは、当クラブは、当初の払込期日が属する月における始期応答日以降の治療に対しては、給付金を支払いません。

第５条（加入期間に応じた掛け金徴収）
当クラブは加入期間に応じた、分割掛け金を徴収します。

第６条（分割掛け金不払の場合の契約の解除）
１．当クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができます。
（１）払込期日後１か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割掛け金の払込みがない場合
（２）払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割掛け金の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日（以下「次回払

込期日」といいます。）において、次回払込期日に払い込まれるべき分割掛け金の払込みがない場合　
２．前項の規定による解除は、書面により証券記載の契約者の住所（普通約款第１２条（契約者の住所変更に関する通知義務）第
１項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。）にあてた通知をもって行い、解除の効力は、掛け
金の未払が発生した月の始期応答日から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。

３．第１項の規定により当クラブが契約を解除したときは、当クラブは、すでに払い込まれた掛け金は返還しません。また、解除
の効力が生じる日までに当クラブが給付金を支払うべき傷病または損害が生じていたときは、契約者は、未払込分割掛け金の
うち傷病または損害に対応する掛け金の全額を一時に払い込まなければなりません。

第７条（契約解除の場合の掛け金払込み）
年額掛け金の払込みを完了する前に普通約款第１６条（契約の解除）第１項、第２項および第３項の規定によりこの契約の全部ま
たは一部を解除する場合において、当クラブが給付金を支払うべき傷病または損害が生じていたときは、契約者は、未払込分割掛
け金をのうち傷病または損害に対応する掛け金の全額を一時に払い込まなければなりません。

第８条（掛け金の返還または請求）
普通約款の規定により掛け金を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当クラブは、普通約款の掛け金の返還または請求に
関する規定にかかわらず、当クラブの定めるところにより、掛け金を返還または請求します。

（補項）契約の継続について

第１条（契約の継続）
１．この契約の満了する日より３０日前までに、当クラブまたは契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この
契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします

２．契約継続の場合には、原則新たな証券の発行を行いますが、新たな証券の発行を行わず、従前の証券と新たな証券に代わる書
面とをもってこれに代えることができます。

第２条（継続契約の分割掛け金および払込方法）
継続契約の第１回分割掛け金は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第２回目以降の分割
掛け金はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。

第３条（掛け金不払の場合の免責）
契約者が、前条の分割掛け金について、当該分割掛け金を払い込むべき払込期日後１か月を経過した後もその払込みを怠ったとき
は、当クラブは、その未払込期日の始期応答日以降に生じた事故による傷病または損害に対しては、給付金を支払いません。

第４条（継続契約に適用される掛け金率）
この契約に適用した掛け金率が改定された場合には、当クラブは、掛け金率が改定された日以後普通約款第２６条（契約の継続）
の規定によって期間が開始する継続契約の掛け金率を変更します。

第５条（継続契約に適用される補項）
この契約が普通約款第２６条（契約の継続）の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この契約に付帯された補項が
適用されるものとします。

第６条（継続契約の告知義務）
１．第１条（契約の継続）第１項の規定によりこの契約を継続する場合において、契約申込書に記載した事項および証券に記載さ
れた事項に変更があったときは、契約者は、書面をもってこれを当クラブに告げなければなりません。

２．前項の規定による告知に関する普通約款第７条（告知義務）の規定の適用については、同条第１項および第２項第２号、第３
号の規定中「契約締結の際」とあるのは「契約継続の場合」と、同条第１項、第２項第３号および第３項の規定中「契約申込
書の記載事項」とあるのは「契約申込書に記載した事項および証券に記載された事項」と、同条第２項第３号の規定中「契約
締結の際」とあるのは「契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」と読み替えます。

◆特約条項◆
共済証券面の契約種類・特約欄に有が付されている場合には、以下の特約条項がそれぞれ適用されます。

賠償保障特別約款
第１条（責任の範囲）

当クラブは、加入動物が、日本国内において他人の身体に障害（障害に起因する死亡を含みます。）を与えたことまたは他人の財
物の滅失、き損もしくは汚損（以下「損壊」といいます。）をしたことによって、契約者と同一生計を営む者（同居の親族、別居
の未婚の子、等）が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。

第２条（損害の範囲および責任の限度）
１．当クラブがてん補すべき損害は、契約者の被害者に対する賠償債務の弁済としての支出（弁済によって代位取得するものがあ
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るときはその価額を控除したもの）および第１２条（費用の支払）に規定する費用に限るものとします。
２．当クラブがてん補すべき金額は、第１２条（費用の支払） 第２項および第３項の費用を除き、証券に記載された限度額を限
度とします。

３．当クラブは、１回の事故について、第１２条（費用の支払）第２項および第３項の費用を除き、損害の額が証券に記載された
免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみをてん補します。

第３条（責任の始期および終期）
１．保障期間は、その初日の午前０時（証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻）に始まり、末日の午前０時
に終わります。

２．当クラブは、保障期間が始まった後であっても、当クラブ所定の掛け金入金が確認出来ない場合に生じた事故については、損
害をてん補しません。

第４条（告知義務）
１．当クラブは、契約締結の当時、契約者が、故意または重大な過失によって、契約申込書の記載事項中重要な事項について当ク
ラブに知っている事実を告げず、または不実のことを告げたときは、証券記載の契約者の住所にあてて発する書面による通知
をもって、この契約を解除することができます。

２．前項の規定は、次の場合には適用しません。
（１）前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
（２）当クラブが、契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知ら

なかった場合
（３）契約者が、事故が生じる前に、契約申込書の記載事項中重要な事項につき、書面をもって更正を当クラブに申し出て、当ク

ラブがこれを承認した場合。
３．事故が生じた後に第１項の解除が行われた場合、当クラブは、損害をてん補しません。もし、すでに損害をてん補していたときは、
当クラブは、その返還を請求することができます。この規定は、第１８条（契約解除の効力）の規定とは関わりありません。

第５条（免責－その１）
当クラブは、直接であると間接であるとを問わず、次の事由によって生じる損害をてん補しません。
（１）契約者およびそれらと同居する親族、別居の未婚の子の故意　
（２）戦争（宣戦の有無を問いません。）、変乱、暴動、騒じょう、労働争議　
（３）地震、噴火、洪水、津波等の天災　

第６条（免責－その２）
当クラブは、特約を付帯した場合を除き、直接であると間接であるとを問わず、契約者が次の賠償責任を負担することによって被
る損害をてん補しません。
（１）契約者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
（２）契約者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する

賠償責任
（３）契約者と同一生計を営む者（同居の親族、別居の未婚の子、等）に対する賠償責任
（４）契約者の使用人が、契約者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
（５）排水または排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任

第７条（調査）
１．契約者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
２．当クラブは、保障期間中いつでも前項の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を契約者に請求することができます。

第８条（変更の通知）
１．契約締結後、契約申込書または証券に記載された事項に変更が生じたとき（この契約と重複する契約〔名称のいかんを問いま
せん。以下同様とします。〕の締結を除きます。）は、契約者は、変更の事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあ
らかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面でその旨を当クラブに申し出て、
証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、その変更の事実がなくなった後はこの限りでありません。

２．前項の手続きを怠った場合には、当クラブは、前項の変更の事実が発生した時または契約者がその発生を知った時から、当ク
ラブが前項の承認裏書請求書を受領するまでの間に生じた事故については、損害をてん補しません。ただし、変更の事実が発
生した場合において、変更後の掛け金が変更前の掛け金より高くならないと当クラブが認めた場合はこの限りでありません。

第９条（重複契約の通知）
１．契約締結後、この契約と重複する契約が締結されたときは、契約者は、重複する契約の締結がその責めに帰すべき事由による
ときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその締結の事実を知った後、遅滞なく、書面でその旨を当ク
ラブに申し出て、証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、重複する契約がなくなった後はこの限りでありま
せん。

２．前項の手続きを怠った場合には、当クラブは、重複する契約が締結された時または契約者がその締結の事実を知った時から、
当クラブが前項の承認請求書を受領するまでの間に生じた事故については、損害をてん補しません。

第１０条（事故の発生）
１．事故または事故の原因となるべき偶然な事故（本条において以下「事故」といいます。）が発生したことを知ったときは、契
約者は、次の事項を履行しなければなりません。

（１）事故発生の日時、場所、被害者の住所氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所氏名を、
また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面で当クラブに通知すること

（２）他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをすること、その他
損害を防止軽減するために必要な一切の手段を講ずること

（３）あらかじめ当クラブの承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。ただし、応急手当、護送その他
の緊急措置については、この限りでありません。

（４）損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするときまたは提起されたときは、直ちに当クラブに通知すること　
２．契約者が、正当な理由なく前項第１号または第４号の義務に違反したときは、当クラブは損害をてん補しません。
３．契約者が、正当な理由なく第１項第２号の義務に違反したときは、当クラブは、防止軽減することができたと認められる損害
の額を控除しててん補額を決定します。
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４．契約者が、正当な理由なく第１項第３号の義務に違反したときは、当クラブは当クラブが損害賠償責任がないと認めた額を控
除しててん補額を決定します。

第１１条（事故手続きの特則）
１．当クラブは、必要と認めたときは、契約者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
この場合において、契約者は、当クラブの求めに応じ、その遂行について当クラブに協力しなければなりません。

２．契約者が、正当な理由なく前項の協力に応じないときは、当クラブは損害をてん補しません。
第１２条（費用の支払）
１．当クラブは、契約者が支出した次の費用を支払います。
（１）第１０条（事故の発生）第１項第２号の場合に要した必要または有益な費用
（２）事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の防止軽減のために必要または有益と認められた手

段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、
その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当クラブの書面による同意を得たもの

２．当クラブは、損害賠償責任に関する争訟につき、契約者が当クラブの書面による同意を得て支出した費用の全額を支払います。
ただし、本条に規定する費用を除く損害の額が証券に記載されたてん補限度額を超えるときは、当クラブは、てん補限度額の
前記損害額に対する割合によってこれを支払います。

３．当クラブは、前条第１項の規定により、契約者が当クラブの要求に従い、協力するために直接要した費用の全額を支払います。
第１３条（契約の無効）
契約締結の当時、次の事実があったときは、この契約は無効とします。
（１）契約に関し、契約者、同居の親族、別居の未婚の子に詐欺の行為があったとき
（２）契約者が、当クラブの負担する事故がすでに生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき　
（３）他人のために契約を締結する場合において、契約者がその旨を契約申込書に記載しなかったとき　

第１４条（契約の解除）
１．次の場合には、当クラブは、証券記載の契約者住所宛に発する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
（１）契約者が、正当な理由なく第７条（調査）第２項の請求に応じないとき
（２）第８条（変更の通知）第１項の通知があった場合において危険が著しく増大したと当クラブが認めたとき
（３）第９条（重複契約の通知）第１項の通知があったとき
（４）給付金請求に関し、契約者、同居の親族、別居の未婚の子に詐欺の行為があったとき　
２．契約者は、当クラブに対する書面による通知をもって、主契約と共にこの特約を解除することができます。
３．第１項第２号または第３号に基づく当クラブの解除権は、その通知を受領した日から３０日以内に行使しなければ消滅します。

第１５条（掛け金の追徴または返還－告知・通知事項の承認の場合）
１．第４条（告知義務）第２項第３号または第８条　（変更の通知）第１項の承認をする場合において、掛け金を変更する必要が
あるときは、当クラブは、その定めるところに従い、掛け金を返還し、または追加掛け金を請求することができます。但し、
いかなる場合も当該変更において、掛け金の返還は致しません。

２．前項の規定により掛け金の追徴請求をした場合において、当クラブの請求に対し契約者がその支払を怠ったときは、当クラブ
は、追加掛け金領収前に生じた事故については、損害をてん補しません。

第１６条（掛け金の返還－契約の無効・失効の場合）
１．当クラブは、契約者もしくはその代理人の故意または重大な過失によるこの契約の無効または失効の場合には、掛け金を返還
しません。

２．当クラブは、契約者およびその代理人の故意または重大な過失によらないこの契約の無効の場合には掛け金の全額を、失効の
場合には未経過期間に対し日割をもって計算した掛け金を契約者に返還します。

第１７条（掛け金の返還－契約解除の場合）
１．第４条（告知義務）第１項の規定により、当クラブがこの契約を解除したときは、当クラブは、掛け金を返還しません。
２．第１４条（契約の解除）第１項の規定により、当クラブがこの契約を解除したときは、当クラブは未経過期間に対し日割をも
って計算した掛け金を契約者に返還します。ただし、既経過期間中に事故が生じていたときは、掛け金は返還しません。

３．第１４条（契約の解除）第２項の規定により、契約者がこの契約を解除したときは、当クラブは、掛け金（年間掛け金）から
既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した掛け金を控除して、その残額を契約者に返還します。ただし、既経
過期間中に事故が生じていたときは、掛け金は返還しません。

第１８条（契約解除の効力）
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第１９条（給付金の請求）
１．契約者が、この契約によって損害のてん補を受けようとするときは、損害が確定した日から３０日以内または当クラブが書面
で承認した猶予期間内に、共済金請求書およびその損害を証明する書類を証券に添えて、当クラブに提出しなければなりませ
ん。

２．契約者は、前項の書類のほか、当クラブが損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければな
りません。

３．前２項の書類中に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を隠したとき、または前２項の義務に違反したときは、当クラブは、
損害をてん補しません。

第２０条（給付金の支払）
当クラブは、前条の請求を受けた日から３０日以内に給付金を支払います。ただし、当クラブがこの期間内に必要な調査を終了す
ることができないときは、これを終えた後、遅滞なく給付金を支払います。

第２１条（給付金の分担）
この契約と重複する契約が他にある場合において、それぞれの契約について、他の契約がないものとして算定したてん補責任額の
合計額が損害の額を超えるときは、当クラブは、この契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補し
ます。

第２２条（仲裁）
１．当クラブのてん補すべき金額の決定について、当クラブと契約者との間に争いを生じたときは、その争いは、当事者双方が書
面によって選定する各１名ずつの評価人の判断に任せます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選
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定する１名の裁定人　が、これを裁定するものとします。
２．当事者は、自己の選定した評価人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し、その他の費用（裁定人に対する報酬を含みます。）
については、半額ずつ負担するものとします。

第２３条（代位）
１．契約者が他人から損害の賠償を受けることができる場合に、当クラブがその損害をてん補したときは、当クラブは、そのてん
補した金額を限度として、かつ、契約者の権利を害さない範囲内で、契約者がその者に対して有する権利を取得することがで
きます。

２．契約者は、給付金を領収したときは、前項の権利を行使するために必要な一切の書類を、遅滞なく、当クラブに提出しなけれ
ばなりません。

第２４条（準拠法）
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。

第２５条（契約者の範囲）
契約者とは、次の者（責任無能力者を含みません。）を言います。
（１）記名契約者
（２）記名契約者の配偶者
（３）記名契約者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族　
（４）記名契約者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子　

第２６条（免責－その３）
当クラブは普通約款第５条（免責－その１）および第６条（免責－その２）に規定する損害のほか、契約者が次の賠償責任を負担
することによって被る損害をてん補しません。
（１）契約者の職務遂行に直接起因する賠償責任
（２）もっぱら契約者の職務の用に供される動産または不動産（住宅の一部がもっぱら契約者の職務の用に供される場合は、その

部分を含みます。）の所有、使用または管理に起因する賠償責任
（３）契約者の心神喪失に起因する賠償責任　
（４）契約者の、または契約者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
（５）航空機、船舶・車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）または銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用また

は管理に起因する賠償責任
第２７条（免責規定の排除）
第６条（免責－その２）第４号の規定は、契約者が家事使用人として使用する者については適用しません。

第２８条（準用規定）
この特約条項に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

短期料率表
短期料率は下記割合とします。
既経過期間　　　割合（％）
１か月まで・・・・・・・・・２５
２か月まで・・・・・・・・・３５
３か月まで・・・・・・・・・４５
４か月まで・・・・・・・・・５５
５か月まで・・・・・・・・・６５
６か月まで・・・・・・・・・７０
７か月まで・・・・・・・・・７５
８か月まで・・・・・・・・・８０
９か月まで・・・・・・・・・８５
１０か月まで・・・・・・・・９０
１１か月まで・・・・・・・・９５
１年まで ・・・・・・・・・・１００

予防特別約款
第１条（当クラブの支払い責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が予防措置を受けた際に、その予防措置費用に対して、この約款に従い予防特約給付金を支払い
ます。

第２条（責任の始期および終期）
当クラブの責任は、証券に記載された期間（以下「期間」といいます。）の初日の午前０時（証券にこれと異なる時刻が記載され
ているときは、その時刻）に始まり、末日の午前０時に終わります。時刻は証券発行地の標準時によるものとします。

第３条（予防特約給付金を支払わない場合）
当クラブは、普通約款の免責事項に加え、次の各号に掲げる事由に関しては予防特約給付金を支払いません。
（１）予防措置以外のもの
（２）第２条以外の期間に受けた予防措置費用
（３）第２条の期間内に受けた予防措置費用以上の金額
（４）契約者が事実を告げなかったとき、もしくは、不実のことを告げたとき
（５）日本国外での予防行為

第４条（予防特約給付金の支払い）
当クラブは、加入動物が予防措置を受けた場合は、当クラブが別途定める金額・範囲内において、予防特約給付金を契約者に直接
支払います。

第５条（契約の無効）
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契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、契約は無効とします。
（１）契約に関し、契約者に詐欺の行為があったとき。
（２）契約者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
（３）当クラブがこの契約を無効とする相当の理由があると認めた場合、契約者は、当クラブに対する書面による通知をもって、

この契約を無効とすることが出来ます。
第６条（掛け金の請求・返還）

１．予防特約の年額掛け金の払い込みを完了する前に、予防特約給付金の全額を支払うべき事由が生じた場合、あるいは、契約者
の申し出により契約を解除する場合は、契約者は未払込分割掛け金の全額を一時に払い込まなければなりません。

２．予防特約給付金を受ける前に、解約および失効が生じた場合は、当クラブは既に払い込まれた予防特約掛け金を全額返還しま
す。

第７条（予防特約給付金の請求）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払い責任）の予防措置を受けた時は、契約者は、その予防措置の日からその日を含めて９０
日以内に予防内容、予防種類、予防実費、および予防を受診した動物病院を当クラブに書面、メール、電話等で通知しなけれ
ばなりません。この請求期限を超えた場合は、当クラブが認めた場合を除き、給付金を支払いません。

２．また当クラブは必要に応じて別表１に掲げる書類の提出を求めることができます。契約者または予防特約給付金を受け取るべ
き者が、当クラブによって求められた所定の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかった
ときもしくは不実の記載をしたときは、当クラブは、予防特約給付金を支払いません。

第８条（予防特約給付金の支払）
当クラブは、契約者または予防特約給付金を受け取るべき者が第７条の規定による手続きをした日からその日を含めて３０日以内
に予防特約給付金を支払います。

第９条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

別表１
１．予防措置を受けたことを証明する書類
２．予防の内容を証明する獣医師発行の書類

特別見舞金特別約款（死亡見舞金）
第１条（責任の範囲）
当クラブは、加入動物が、日本国内において疾病もしくはケガにより死亡した場合、証券記載の見舞金を支払います。

第２条（本特約の終了とそれに伴う主契約の終了）
見舞金を支払う事由が発生し、見舞金を当クラブが契約者に支払った時点で本特約および本特約の主契約および同時にお引受して
いる他の特約も終了します。終了に際して、既に払い込まれた掛け金の返戻はいたしません。

第３条（見舞金をお支払いしない場合）
当クラブは、普通約款の免責事項に加え、次の事由によって生じる見舞金は支払いません。
（１）獣医師の治療を受ける時間があったにも拘らず、受けなかった場合の死亡
（２）伝染病ワクチン接種を受けずに当該伝染病に罹患し死亡した場合
（３）死亡の確認ができない逃亡および盗難の場合
（４）既契約者以外の者から請求があった場合
（５）給付金請求に関して、請求者が虚偽の申告をした場合

第４条（調査）
当クラブは、加入期間中いつでも加入動物に対する予防措置の状況を調査し、かつ、その改善を契約者に請求することができます。

第５条（見舞金の請求）
１．契約者が、この契約によって見舞金の給付を受けようとするときは、死亡が確定した日から３０日以内または当クラブが書面
で承認した猶予期間内に、見舞金請求書および加入動物の死亡を証明する書類を証券に添えて、当クラブに提出しなければな
りません。加入動物の死亡を証明する書類は、獣医師の署名のある死亡診断書または警察の署名のある事故証明書（事故状況
の説明の中で、加入動物が死亡している旨の記載のあるもの）などをいいます。

２．契約者は、前項の書類のほか、当クラブが査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりま
せん。

３．前２項の書類中に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を隠したとき、または前２項の義務に違反したときは、当クラブは、
見舞金を支払いません。

第６条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

交通事故見舞金特別約款
第１条（当クラブの支払い責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が交通乗用具との接触による事故によって、その身体に被った傷病に対して、この約款に従い交
通事故見舞金を支払います。

第２条（責任の始期および終期）
当契約の保障期間は、その契約に基づく金銭的決済の完了時を始期とし、証券に記載された期間開始日の午前０時を終期とします。
時刻は証券発行地の標準時によるものとします。

第３条（交通事故見舞金を支払わない場合）
１．当クラブは、普通約款の免責事項に加え、契約者と同一生計を営む者（同居の親族、別居の未婚の子、等）が、自動車または
原動機付自転車などの交通乗用具を運転している間に生じた事故に関しては、交通事故見舞金を支払いません。

２．交通事故見舞金を支払うべき事由が生じた場合でも、主契約が契約締結に至らなかった場合は、当クラブは見舞金を支払いま
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せん。
第４条（交通事故見舞金の支払い）

当クラブは、加入動物が、交通事故（交通乗用具との接触による事故）により、加入動物が傷害を被り、病院または診療所におい
て、傷害の治療を直接の目的として手術（治療を目的とし、器具及び麻酔等を用いて切除、切開等を行うことをいいます。）を受
けた場合は、当クラブが別途定める額および範囲において、交通事故見舞金を契約者に支払います。

第５条（掛け金の追徴・返還）
主契約に追徴あるいは返戻金が発生した場合でも、本特約の掛け金の追徴および返還は一切行いません。

第６条（事故の通知）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払い責任）の傷病を被った時は、契約者は、その原因となった事故の日からその日を含めて
３０日以内に、事故発生の状況および傷病の程度を当クラブに通知しなければなりません。この場合において、当クラブが書
面による通知もしくは説明を求めたとき、あるいは加入動物の身体の診察もしくは死体の検案（死体について、死亡の事実を
医学的に確認することをいいます。）を求めたときは、これに応じなければなりません。

２．契約者が当クラブの認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事
実を告げなかったとき、もしくは不実のことを告げたときは、当クラブは交通事故見舞金を支払いません。

第７条（交通事故見舞金の請求）
契約者が交通事故見舞金の支払を受けようとするときは、別表１に掲げる書類のうち当クラブが求めるものを提出しなければなり
ません。また当クラブは別表１に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。契約者または交通事故見舞金を受け取る
べき者が所定の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたと
きは、当クラブは、交通事故見舞金を支払いません。

第８条（交通事故見舞金の支払）
当クラブは、契約者または交通事故見舞金を受け取るべき者が、交通事故見舞金の請求手続きをした日からその日を含めて３０日
以内に交通事故見舞金を支払います。ただし、当クラブが特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないとき
は、これを終えた後、遅滞なく交通事故見舞金を支払います。

第９条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

別表１
１．給付金請求書
２．証券もしくは加入決済完了時に発行する加入番号
３．当クラブの定める傷病状況報告書
４．公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書
５．傷病の程度または手術の内容を証明する獣医師の診断書兼同意書

迷子保障特別約款
第１条（当クラブの支払い責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が迷子になり捜索を受けた際に、その捜索費用に対して、この約款に従い迷子保障見舞金を支払
います。捜索費用とは、捜索会社（探偵事務所など）に委託した捜索・調査費、捜索のための印刷物作成費及びこれらに付随する
交通費をいいます。

第２条（迷子保障見舞金の支払い）
当クラブは、加入動物が迷子になった場合は、当クラブが別途定める金額もしくは捜索費用の実費いずれか低い方の額を見舞金と
して、請求を受けた日から３０日以内に契約者に直接支払います。但し、期間中１回を限度とします。

第３条（掛け金の追徴・返還）
主契約に追徴あるいは返戻金が発生した場合でも、本特約の掛け金の追徴および返還は一切行いません。

第４条（迷子見舞金の請求）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払い責任）の迷子捜索を受けた時は、契約者は、その迷子捜索完了の日からその日を含めて
３０日以内に迷子になった状況、迷子捜索費用、を当クラブに書面、メール、電話等で通知しなければなりません。

２．また当クラブは必要に応じて別表１に掲げる書類の提出を求めることができます。契約者または迷子保障見舞金を受け取るべ
き者が、当クラブによって求められた所定の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかった
ときもしくは不実の記載をしたときは、当クラブは、迷子保障見舞金を支払いません。

第５条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

別表１
１．迷子捜索を証明する書類
２．捜索会社からの領収書
３．捜索チラシ等の印刷費領収書
４．捜索チラシ現物
５．交通費などの領収書

がん見舞金特別約款
第１条（当クラブの支払い責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が上皮がんを除くがん（以下、「がん」といいます）に罹患した場合、この約款に従いがん見舞
金を支払います。

第２条（がん見舞金を支払わない場合）
当クラブは次の各号に掲げる事由に関しては、がん見舞金を支払いません。
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（１）がん以外の傷病
（２）申込日から１２０日間の待機期間中にがんが発見された場合
（３）保障期間外にがんの検査および治療等が発生した場合　
（４）日本国外でのがんの検査及び治療が発生した場合

第３条（がん見舞金の支払い）
当クラブは、加入動物ががんに罹患しがん見舞金の請求があった場合は、当クラブが別途定める金額をがん見舞金として、請求を
受けた日から３０日以内に契約者に支払います。ただし、当クラブが特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることがで
きないときは、これを終えた後、遅滞なくがん見舞金を支払います。なお、本給付金の支払は、期間中１回を限度とします。

第４条（変更に関する通知義務）
契約の締結の後、証券記載事項を変更するときは、契約者は遅滞なくその旨を当クラブに通知しなければなりません。

第５条（契約の無効）
契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、契約は無効とします。
（１）契約に関し、契約者に詐欺の行為があったとき。
（２）契約者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知ったとき。
（３）当クラブがこの契約を無効とする相当の理由があると認めた場合、契約者は、当クラブに対する書面による通知をもって、

この契約を無効とすることが出来ます。
第６条（掛け金の追徴・返還）
主契約に追徴あるいは返戻金が発生した場合でも、本特約の掛け金の追徴および返還は一切行いません。

第７条（がん見舞金特約給付金の請求）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払い責任）のがんに罹患した場合は、契約者はがん治療を受け始めてからその日を含めて３
０日以内にがんに罹患した事実を通知しなければなりません。

２．当クラブは必要に応じて別表１に掲げる書類の提出を求めることができます。契約者またはがん見舞金特約給付金を受け取る
べき者が、当クラブによって求められた所定の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかっ
たときもしくは不実の記載をしたときは、当クラブは、がん見舞金特約給付金を支払いません。

第８条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

別表１
１．病理検査証明書
２．動物病院での診療明細書
３．診療項目別診療明細書
４．診断書兼医療同意書

お手柄特別約款
第１条（当クラブの支払い責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が、火災や犯罪行為（強盗・窃盗・ひったくり、など）の第一発見者となり、事故を未然もしく
は軽微に防ぐこと（以下、「お手柄」といいます。） が出来た場合に、この約款に従いお手柄給付金を支払います。

第２条（お手柄特約給付金の支払い）
当クラブは、加入動物の行動がお手柄となった場合は、当クラブが別途定める額および範囲において、請求を受けた日から３０日
以内にお手柄給付金を契約者に直接支払います。ただし、当クラブが特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることがで
きないときは、これを終えた後、遅滞なくお手柄特約給付金を支払います。

第３条（掛け金の追徴・返還）
主契約に追徴あるいは返戻金が発生した場合でも、本特約の掛け金の追徴および返還は一切行いません。

第４条（お手柄特約給付金の請求）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払い責任）のお手柄となったときは、契約者はその日からその日を含めて３０日以内に、そ
の旨通知しなければなりません。

２．当クラブは必要に応じて、別表１に掲げる書類の提出を求めることができます。契約者またはお手柄特約給付金を受け取るべ
き者が、当クラブによって求められた所定の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかった
ときもしくは不実の記載をしたときは、当クラブは、お手柄特約給付金を支払いません。

第５条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

別表１
１．被害又は被災証明書
２．第三者機関（警察・消防署など）からの報賞状の写しや証明書

団体扱掛け金分割払特別約款
第１条（特約の適用）
この特約は、次の各号に定める事項が具備されていることを条件として適用されます。
（１）契約者が属している官公署、会社などの団体（以下「団体」といいます）と当クラブとの間に、掛け金集金に関する契約

（以下「集金契約」といいます）が締結されていること。
（２）契約者の所属団体における特定の口座から、掛け金を差し引き、これを当クラブの指定する口座に支払うことを団体に委託

し、団体がそれを承諾していること。
第２条（掛け金の分割）
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当クラブは、この特約により、契約者が年額掛け金（この契約に定められた１年分掛け金をいいます。以下同様とします。）を１
２回に均等分割した額（以下「分割掛け金」といいます。）を払い込むことを承認します。

第３条（分割掛け金の払い込み）
１．契約者は、第１回分割掛け金を契約締結の際に直接当クラブに払い込むか、または、集金契約に定めるところにより、団体を
経て払い込まなければなりません。

２．第２回以降の分割掛け金は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれなければなりません。
第４条（掛け金領収前の事故）

保障期間が始まった後でも、当クラブは、前条第１項の第１回分割掛け金を領収する前に生じた事故による損害に対しては、給付
金を支払いません。但し、第１回分割掛け金が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでは
ありません。

第５条（追加掛け金の払込）
１．普通約款に定めるところに従い、当クラブが追加掛け金を請求したときは、契約者は直接その全額を一時に当クラブに払い込
まなければなりません。

２．契約者が前項の追加掛け金の払い込みを怠ったときは、当クラブは、追加掛け金領収前に生じた給付金請求に対しては、給付
金を支払いません。

第６条（給付金の支払および未払込分割掛け金の払い込み）
年額掛け金の払い込みを完了する前に、普通約款の規定により、給付金の支払によって契約が終了または失効する場合には、契約
者は給付金の支払を受ける前に、未払込分割掛け金（当該共済年度の年額掛け金から既に払い込まれた当該共済年度の分割掛け金
の総額を差し引いた額をいいます。以下、同様とします。）の全額を直接、一時に当クラブに払い込まなければなりません。

第７条（本特約の失効）
１．この特約は、次に掲げる場合には、その事実が発生したことにより団体による掛け金の集金が不能となった最初の集金日（以
下、「集金不能日」といいます。）から将来に向かってその効力を失います。

（１）集金契約が解除された日
（２）契約者が団体に対し、契約者の口座を解約したとき。その他、この契約について団体による掛け金の集金が行われなくなっ

た場合。
（３）契約者が掛け金を給与から差し引くことを拒んだとき。
２．前項第１号の事実が発生したときは、当クラブは遅滞なく書面をもって証券記載の契約者の住所に宛ててその旨を通知します。

第８条（特約失効後の未払込分割掛け金の払込み）
前条第１項の規定により、特約が効力を失ったときは、契約者は集金不能日の属する月の翌月末までに未払込分割掛け金の全額を
直接一時に当クラブに払い込まなければなりません。

第９条（未払込分割掛け金不払いの場合の免責）
当クラブは、前条に定める期間内に未払込分割掛け金の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込分割掛け金の
全額を領収するまでの間に発生した給付金請求に関しては、給付金を支払いません。

第１０条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

クレジットカードによる掛け金支払いに関する特別約款
第１条（クレジットカードによる掛け金支払いの承認）

当クラブは、この特約に従い、当クラブの指定するクレジットカード（以下「クレジットカード」といいます。）により、契約者
が、この契約の掛け金（異動時の追加掛け金を含みます。以下同様とします。）を支払うことを承認します。

第２条（掛け金領収前に生じた事故の取扱）
１．契約者から、この契約の申込時または異動承認請求時に掛け金のクレジットカードによる支払いの申出があった場合は、当ク
ラブは、クレジットカード発行会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、
当クラブがクレジットカードによる掛け金の支払いを承認した時（証券記載の保障期間の開始前に承認した場合は、保障期間
の開始した時とします。）以後、この特約条項が付帯された普通約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯され
た他の特約に定める掛け金領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。

２．当クラブは、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
（１）当クラブがクレジットカード発行会社から掛け金相当額を領収できない場合。ただし、契約者が会員規約等に従い、クレジ

ットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された契約にかかわる掛け金相当額の全額を既に
支払っている場合は、この限りではありません。

（２）会員規約等に定める手続きが行われない場合
第３条（掛け金の直接請求および請求掛け金支払い後の取扱）

１．この契約の申込時または異動承認請求時に、掛け金相当額を領収できない場合には、当クラブは、契約者に掛け金を直接請求
できるものとします。この場合において、契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された契約にかかわ
る掛け金相当額を既に支払っているときは、当クラブは、その支払った掛け金相当額について契約者に請求できないものとし
ます。

２．契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当クラブが掛け金を請求し、契約者
が遅滞なく当該掛け金を支払ったときは、前条第１項の規定を適用します。

３．契約者が前項の掛け金の支払いを怠った場合は、当クラブは証券記載の契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この
特約が付帯された契約を解除することができます。

４．前項の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
５．契約者が前項の掛け金の支払を怠った場合は、当クラブは証券記載の契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特
約条項が付帯された契約を解除することができます。

第４条（掛け金の返還の特則）
１．普通約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当クラブが掛け金を返還する場合は、当クラブは、クレジット
カード発行会社からの掛け金相当額の全額の領収を確認の後に掛け金を返還します。
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２．ただし、前条第２項の規定により契約者が掛け金を直接当クラブに払い込んだ場合、および契約者が会員規約等に従いクレジ
ットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された契約にかかわる掛け金相当額の全額を既に支
払っている場合はこの限りではありません。

第５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この契約の普通約款およびこれに付帯される特約の規定
を準用します。

インターネット等による通信販売に関する特別約款
第１条（契約の申込み）

１．当クラブに対して契約の申込みをしようとする者は、当該申込みについての重要事項を了解した上で、当クラブの定める手続
き方法に従って、情報処理機器上の契約申込画面に所要の事項を記入し、当クラブに送信することによって、契約の申込みが
できます。

２．前項の規定により、当クラブが契約申込画面の送信を受けたときは、当クラブは、契約引受の可否を審査し、引受を行うもの
については、契約者に対して契約確認画面または電子メールによる確認文章を送信することにより引受契約内容を通知します。

第２条（掛け金の払込方法）
１．契約者は、前条第２項の契約確認画面に従い、掛け金を払い込まなければなりません。
２．契約確認画面に記載する掛け金の払込期限は、この契約に適用される他の特約に別の規定がある場合を除き、保障期間の初日
の前日までの当クラブが定める日とします。

第３条（掛け金不払いによる契約の解除）
１．当クラブは、契約確認画面に記載された掛け金の払込期限までに掛け金（掛け金の払込方法が一時払い以外の場合は、第１回
掛け金をいいます。）が払い込まれなかった場合には、契約確認画面記載の契約者の住所にあてた書面による通知をもって、
この契約を解除することができます。

２．前項の規定による解除は、保障期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
３．この契約に適用される他の特約に掛け金不払いの場合について別の規定がある場合には、前２項の規定にかかわらず、その規
定を適用するものとします。

第４条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この契約の普通約款およびこれに付帯される特約の規定
を準用します。

不正咬合に関する特別約款
第１条（当クラブの支払責任）
当クラブは、証券記載の動物が不正咬合となった場合に、この特約に従い、通院・入院・手術給付金を支払います。

第２条（調査）
当クラブは、加入期間中いつでも加入動物に対する予防措置の状況を調査し、かつ、その改善を契約者に請求することができます。

第３条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

長期入院見舞金制度特別約款
第１条（当クラブの支払責任）

当クラブは、証券記載の加入動物が急激かつ偶然な外来の事故および疾病（以下「事故」といいます。）によってその身体に被っ
た傷病に対して、この約款に従い見舞金（長期入院見舞金をいいます。以下同様とします。）を支払います。

第２条（長期入院見舞金の支払）
１．当クラブは、加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被り、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、
かつ、入院（獣医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に獣医師
の管理下において治療に専念することをいいます。）した場合に、証券記載の範囲内において別途定める見舞金を契約者に支
払います。
※Ａ泊Ｂ日の場合、入院Ｂ日と数える

第３条（他の身体の障害または疾病の影響）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、同
条の傷病が重大となったときは、当クラブは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

２．正当な理由がなく契約者が治療をさせなかったことにより第１条（当クラブの支払責任）の傷病が重大となったときも、前項
と同様の方法で支払います。

第４条（事故の通知）
１．加入動物が第１条（当クラブの支払責任）の傷病を被ったときは、契約者は、その原因となった事故の日からその日を含めて
３０日以内に事故発生の状況および傷病の程度を当クラブに通知しなければなりません。（但し、当クラブの対応医療機関に
て医療措置を受けた場合には、この限りではありません。）この場合において、当クラブが書面による通知もしくは説明を求
めたときまたは加入動物の身体の診察もしくは死体の検案（死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第２０条〔当クラブの指定獣医による診察等の要求〕第１項において同様とします。）を求めたときは、これに応じなければ
なりません。

２．契約者が当クラブの認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事
実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当クラブは見舞金を支払いません。

第５条（見舞金の請求）
１．契約者が見舞金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のうち当クラブが求めるものを提出しなければなりませ




